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Ⅰ
．
は
じ
め
に

平
成
17
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
「
公
共
工
事
の
品
質

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
品
確
法
」
と

い
う
。）
を
踏
ま
え
、
公
共
工
事
の
品
質
は
「
経
済
性

に
配
慮
し
つ
つ
価
格
以
外
の
多
様
な
要
素
を
考
慮
し
、

価
格
及
び
品
質
が
総
合
的
に
優
れ
た
内
容
の
契
約
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
た
め
の
主
要
な
取
組

と
し
て
「
総
合
評
価
落
札
方
式
」
の
適
用
を
挙
げ
ま
し

た
。農

業
農
村
整
備
事
業
の
直
轄
工
事
に
お
い
て
は
、
平

成
18
年
度
か
ら
総
合
評
価
落
札
方
式
の
本
格
導
入
を
行

い
、
工
事
の
品
質
確
保
と
入
札
契
約
方
式
の
改
革
を

図
っ
て
き
て
お
り
、
平
成
20
年
度
以
降
に
発
注
す
る
直

轄
工
事
は
、
原
則
、
総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
り
実
施

し
て
き
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
競
争
の
本
格
導
入
に
伴
い
低

入
札
受
注
の
多
発
、
不
良
・
不
的
確
業
者
の
参
入
等
の

問
題
、
受
発
注
者
双
方
の
手
続
に
関
わ
る
負
担
増
加
な

ど
入
札
契
約
実
務
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
が
認
識
さ
れ

て
き
た
こ
と
か
ら
、
毎
年
度
適
切
な
運
用
に
向
け
た
検

討
を
加
え
、
様
々
な
改
善
策
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
25
年
度
に
お
け

る
総
合
評
価
落
札
方
式
の
運
用
基
準
等
の
改
正
内
容
に

つ
い
て
概
要
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

Ⅱ
．
運
用
基
準
の
改
正
内
容

１
．
総
合
評
価
の
タ
イ
プ
選
定

入
札
契
約
に
係
る
一
層
の
透
明
性
・
公
平
性
及
び
競

争
性
の
確
保
を
図
る
観
点
と
発
注
者
及
び
受
注
者
の
事

務
手
続
の
簡
素
化
を
目
的
と
し
て
、
平
成
25
年
度
は
別

紙
︱
１
に
示
す
６
つ
の
評
価
タ
イ
プ
か
ら
、
工
事
内
容

や
現
場
条
件
等
を
考
慮
し
、
適
切
に
選
定
す
る
こ
と
に

よ
り
運
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

２
．
評
価
項
目
、
評
価
基
準
の
改
正

本
年
度
の
主
な
改
正
内
容
に
つ
い
て
、
評
価
タ
イ
プ

要概点算加式方価評合総

工事規模が大きく、特に技術的工夫の余地の大きい工事であって、競争参加者に構

高度技術提案型 ５０点 造上の工夫や特殊な施工方法等の高度な技術提案を求め評価することにより、品質向

上が期待される工事

工事規模が大きい、または技術的な工夫の余地が大きな工事であって、競争参加者

Ⅰ型 ５０点 に特定の技術的課題について技術提案を求めることにより、発注者が示した設計図書

上向質品べ比に型Ａ準標 が期待される工事

(品質向上重視型) 標準Ａ型に該当する工事のうち、求める技術提案の内容が標準的なテーマであるな

Ⅱ型 ５０点 どの要件から、ヒアリングを省略する工事

工事規模は比較的大きく、かつ技術的な工夫の余地が比較的少ない一般的な工事で

標準Ｂ型 ４０点 あって、競争参加者に発注者が示す仕様に基づき、施工上の技術的対応や工夫などの

(施工計画重視型) 技術提案を求めることにより、適切かつ円滑な実施が期待される工事

工事規模が小さく、かつ技術的な工夫の余地が比較的少ない一般的な工事であって、

Ⅰ型 ３０点 競争参加者に発注者が示す仕様に基づき、簡易な施工計画の技術提案を求めることに

より、適切かつ円滑な実施が期待される工事

簡易型

簡易Ⅰ型に該当する工事のうち、特に小規模な工事であって、地域に精通した者に

Ⅱ型 ３０点 より、発注者が示す仕様に基づく堅実な施工が期待される工事

別紙―１　総合評価のタイプの概要と加算点
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別
に
説
明
し
ま
す
。
な
お
、
標
準
Ｂ
型
に
つ
い
て
は
、

別
紙
︱
２
と
し
て
評
価
基
準
の
標
準
例
を
掲
げ
た
の
で

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１
）
標
準
Ａ

−

Ⅰ
型

評
価
項
目
は
、「
技
術
提
案
」、「
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
及

び
「
企
業
評
価
（
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
等
）」
の

３
項
目
を
基
本
と
し
、「
企
業
評
価
（
地
元
企
業
活
用
）」

を
選
択
項
目
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

技
術
提
案
に
対
す
る
評
価
基
準
は「
不
適
切
で
あ
る
」

（
欠
格
）
か
ら
「
技
術
提
案
内
容
を
評
価
し
加
点
」（
40

点
ま
で
）
で
評
価
す
る
と
と
も
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
10
点

点価評準基価評

点１彰表長局政農)該当(

工事成績評定(平均点)
管内直轄／過去3年間

７５点以上 ２点

優良工事表彰における地域貢献活動の表彰実績有り（直轄）。

土地改良施設等を対象とした災害活動実績有り。

管内における農地･農業用水等の資源保全、造成施設の保全管理、農村環境保
全、住民参加型直営施工、耕作放棄地解消活動、農村地域防災活動等に対して
企業としての継続的な支援実績又は災害活動実績有り。

１点

０件 ３点

１件 １点

２件以上 ０点

最高９点

配置予定技術者の資格取得後の経験年数

土木工事は(一又は二級土木施工管理技士)

技術士(農業土木又は当該工事に該当する技術部門の選択科目)､農業土木技術
管理士､畑地かんがい技士､農業水利施設機能総合診断士､コンクリート技士等。

（※対象とする資格については、工事の特性に応じ、案件毎に定め入札説明書に
明示すること。）

過去３年間　下記工事以上の施工実績有り。
　（例）工事：管水路(DCIP)φ８００ｍｍ　Ｌ＝３００ｍ

２点

点１。り有績実工施の上以事工記上間年０１去過

農業農村整備に関する継続教育【公益社団法人農業農村工学会の証明】

の前年度取得ポイント証明(１５ポイント以上)有り。

上記以外の建設系CPD協議会に加盟する機関が発行する継続教育の前年度

取得ポイント証明(１５ポイント以上)有り。

最高８点

技術提案の内容を評価し、評価点の範囲内で加点する。
（※提案に対する具体的な評価・加点の基準については、工事の特性に応じ、案
件ごとに定め入札説明書に明示すること。）

１～２５点

点０。るあで切適

格欠。るあで切適不

最高２５点

最高４２点

＜選択項目＞

企業評価に関する選択項目（予定価格が２．３億円以上の工事を対象に、企業評価の項目に追加して評価することができる。）

点２上以％５３

点１満未％５３上以％５２

下請け業者は同種工事（規模は問わない）の元請け施工実績有り。 １点

企業評価に関する選択項目（工事難易度がⅣ程度以上の工事に対して、企業評価の項目に追加して評価することができる。）

技術者評価に関する選択項目（工事難易度がⅣ程度以上の工事に対して、技術者評価の項目に追加して評価することができる。）

評　価　項　目

企

業

評

価

優良工事表彰実績
（地域貢献活動表彰を除く。）
管内直轄／過去３年間

農林水産大臣、農村振興局長表彰

(５項目）

点１彰表長局政農)該当(

２点

地域への貢献、地域貢献活動への支援
(右の標準例に示す活動)
管内／過去３年間

２点

手持ち工事量
当該年度の管内直轄工事の受注件数

不正又は不誠実な行為等
管内直轄

営業停止、指名停止、文書注意の履歴有り。
（※減点の対象とする期間等については、入札説明書等へ明示すること。）

－２点

継続教育(CPD)への取組状況

２点

１点

（５項目）

技
術
提
案

技術提案の適切性
以下の事項から課題を提示し、課題数にかかわ
らず１～３提案を求める。
　・土地改良法等に基づく農業農村整備工事
　　で構築する構造物の目的と役割に関する
　　知見
　・施工計画上考慮すべき事項
　・工期設定・工程管理
　・発注者が指定した施工上の課題への対応
　・発注者が指定した部材・工法等の品質の
　　確認方法、管理方法
　・上記以外の項目

(１項目）

技

術

者

評

価

配置予定技術者が併せ持つ資格 １点

工事の施工経験
全国
主任(監理)技術者、現場代理人、担当技術者と
しての従事を評価（※担当技術者としての施工
経験は１点を上限とする。）

点１）級１（上以年５

優良工事表彰実績
管内直轄／過去３年間
主任(監理)技術者､現場代理人､担当技術者と
しての従事を評価（※担当技術者としての表彰
実績は１点を上限とする。）

点２長局興振村農、臣大産水林農

（１１項目）

企
業
評
価

地元企業活用
（本工事の契約額に占める地元企業との
下請予定契約金額の割合を評価）

企
業
評
価

VE提案
管内直轄／過去３年間

点２価評Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ価評時成完

技
術
者
評
価

工事成績評定(平均点)
管内直轄／過去３年間
主任(監理)技術者、現場代理人、担当技
術者としての従事を評価
（※担当技術者としての従事の評価は１点
を上限とする。）

点２上以点５７

別紙―２　標準Ｂ型の評価基準（標準例）
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ま
で
）、
企
業
評
価
（
地
元
企
業
活
用
（
３
点
ま
で
））

と
合
わ
せ
評
価
点
最
高
50
点
（
案
分
）
で
評
価
し
、
企

業
評
価（
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
等（
営
業
停
止
等
））

に
該
当
す
る
場
合
は
減
点
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

（
２
）
標
準
Ａ

−

Ⅱ
型

評
価
項
目
は
、標
準
Ａ

−

Ⅰ
型
の
評
価
項
目
か
ら「
ヒ

ア
リ
ン
グ
」
を
除
い
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

技
術
提
案
に
対
す
る
評
価
基
準
は「
不
適
切
で
あ
る
」

（
欠
格
）
か
ら
「
技
術
提
案
内
容
を
評
価
し
加
点
」（
50

点
ま
で
）
で
評
価
す
る
と
と
も
に
、
企
業
評
価
（
地
元

企
業
活
用
（
３
点
ま
で
））
と
合
わ
せ
評
価
点
最
高
50

点
で
評
価
し
、
企
業
評
価
（
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為

等
）（
営
業
停
止
等
））
に
該
当
す
る
場
合
は
減
点
を
行

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

（
３
）
標
準
Ｂ
型

評
価
項
目
は
、
本
年
度
よ
り
、
品
質
の
確
保
に
配
慮

し
つ
つ
、
受
注
機
会
の
拡
大
を
図
る
よ
う
、
企
業
評
価

の
「
Ｖ
Ｅ
提
案
」
を
選
択
項
目
へ
移
行
し
、
５
評
価
項

目
、
技
術
者
評
価
の
「
工
事
成
績
評
定
の
評
価
項
目
」

を
選
択
項
目
へ
移
行
し
、
５
評
価
項
目
、
技
術
提
案
は

１
評
価
項
目
、
全
体
で
11
評
価
項
目
と
し
ま
し
た
。

技
術
提
案
に
対
す
る
評
価
基
準
は
、
本
年
度
よ
り
、

工
事
成
績
評
定
で
は
75
点
以
上
の
者
に
対
し
て
同
等
に

評
価
、
手
持
ち
工
事
量
で
は
当
該
年
度
の
受
注
割
合
か

ら
受
注
件
数
に
よ
る
評
価
に
見
直
し
、
技
術
者
評
価
で

は
担
当
技
術
者
の
施
工
経
験
・
表
彰
実
績
を
評
価
、
若

手
技
術
者
を
活
用
す
る
た
め
資
格
取
得
後
の
経
験
年
数

を
10
年
か
ら
５
年
に
短
縮
、
建
設
系
Ｃ
Ｐ
Ｄ
に
つ
い
て

も
評
価
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
見
直
し
ま
し
た
。

ま
た
、
評
価
点
は
、
本
年
度
よ
り
、
企
業
評
価
が
最

高
９
点
、
技
術
者
評
価
が
最
高
８
点
、
品
質
確
保
の
観

点
か
ら
技
術
力
を
重
視
し
、
技
術
提
案
の
評
価
点
を
最

高
20
点
か
ら
25
点
へ
拡
大
し
ま
し
た
。

（
４
）
簡
易
Ⅰ
型

評
価
項
目
は
、
本
年
度
よ
り
、
企
業
評
価
の
「
同
規

模
工
事
の
施
工
実
績
」
を
選
択
項
目
に
移
行
し
、
６
評

価
項
目
、
技
術
者
評
価
の
「
工
事
成
績
評
定
の
評
価
項

目
」
を
選
択
項
目
へ
移
行
し
、
５
評
価
項
目
、
簡
易
な

施
工
計
画
は
１
評
価
項
目
、
全
体
で
12
評
価
項
目
と
し

ま
し
た
。

技
術
提
案
に
対
す
る
評
価
基
準
は
、
本
年
度
よ
り
、

工
事
成
績
評
定
で
は
75
点
以
上
の
者
に
対
し
て
同
等
の

評
価
、
手
持
ち
工
事
量
で
は
当
該
年
度
の
受
注
割
合
か

ら
受
注
件
数
に
よ
る
評
価
に
見
直
し
、
技
術
者
評
価
で

は
担
当
技
術
者
の
施
工
経
験
・
表
彰
実
績
を
評
価
、
若

手
技
術
者
を
活
用
す
る
た
め
資
格
取
得
後
の
経
験
年
数

を
10
年
か
ら
５
年
に
短
縮
し
評
価
、
建
設
系
Ｃ
Ｐ
Ｄ
に

つ
い
て
も
評
価
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
見
直
し
ま

し
た
。

ま
た
、
評
価
点
は
、
本
年
度
よ
り
、
企
業
評
価
が
最

高
10
点
、
技
術
者
評
価
が
最
高
８
点
、
簡
易
な
施
工
計

画
が
最
高
10
点
と
し
ま
し
た
。

（
５
）
簡
易
Ⅱ
型

評
価
項
目
は
、
本
年
度
よ
り
、
簡
易
Ⅰ
型
の
評
価
項

目
に
企
業
評
価
と
し
て「
当
該
地
域
内
で
の
施
工
実
績
」

を
加
え
７
項
目
、
技
術
者
評
価
は
主
任
技
術
者
等
と
し

て
従
事
し
た
「
当
該
地
域
内
で
の
施
工
実
績
」
を
加
え

６
項
目
と
す
る
と
と
も
に
、「
簡
易
な
施
工
計
画
」
を

対
象
と
せ
ず
、全
体
と
し
て
13
評
価
項
目
と
し
ま
し
た
。

評
価
基
準
は
、
簡
易
Ⅰ
型
に
加
え
過
去
３
年
間
の
当

該
地
域
で
の
施
工
実
績
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
評
価
点
は
、
本
年
度
よ
り
、
企
業
評
価
が
最
高
12

点
、
技
術
者
評
価
が
最
高
10
点
と
し
ま
し
た
。

Ⅲ
．
そ
の
他
の
改
正
内
容

１
．
技
術
提
案
数
の
制
限

技
術
提
案
数
に
つ
い
て
は
、
技
術
力
の
競
争
が
十
分

図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
受
発
注
者
双
方
の
事
務
の
効
率

化
を
図
る
観
点
か
ら
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
年
度

は
当
該
工
事
に
対
す
る
技
術
提
案
の
数
を
標
準
Ａ
型
が

課
題
数
に
か
か
わ
ら
ず
３
～
５
提
案
、
標
準
Ｂ
型
が
課

題
数
に
か
か
わ
ら
ず
１
～
３
提
案
と
し
て
見
直
し
ま
し

た
。

２
．
更
な
る
透
明
性
の
確
保

総
合
評
価
落
札
方
式
に
お
け
る
評
価
の
過
程
の
透
明

性
確
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
技
術
提
案
の
採
否

の
通
知
を
行
う
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
更
な
る
透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
提

出
さ
れ
た
技
術
提
案
ご
と
の
採
否
に
つ
い
て
、
平
成
23

年
度
以
降
継
続
し
て
通
知
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

Ⅳ
．
品
質
確
保
対
策

１
．「
施
工
体
制
確
認
型
総
合
評
価
落
札
方
式
」
の
継

続
実
施

平
成
17
年
度
以
降
の
農
業
農
村
整
備
事
業
の
直
轄
工

事
に
お
い
て
、
低
価
格
に
よ
る
受
注
が
急
増
し
た
こ
と

か
ら
、
平
成
18
年
12
月
に
「
緊
急
公
共
工
事
品
質
確
保
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対
策
」
を
講
じ
、
低
入
札
価
格
調
査
制
度
を
活
用
し
た

「
施
工
体
制
確
認
型
総
合
評
価
落
札
方
式
」
及
び
品
質

確
保
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
あ
ら
か
じ

め
具
体
化
し
た
「
低
入
札
価
格
調
査
制
度
対
象
工
事
に

係
る
特
別
重
点
調
査
」
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
極
端

な
低
価
格
に
よ
る
受
注
が
大
幅
に
減
少
す
る
な
ど
一
定

の
効
果
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
度
に
つ
い
て
も

継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

２
．
低
入
札
調
査
基
準
価
格
の
見
直
し

予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
84
条
に
お
い
て
、
予
定
価

格
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
工
事
に
つ
い
て
、
同
第

85
条
で
、「
各
省
各
庁
の
長
は
、（
中
略
）
相
手
方
と
な

る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
基
準
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
、
同
第
86

条
で
、「（
前
略
）前
条
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合

し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
平
成
６
年
４
月
「
予
算

決
算
及
び
会
計
令
第
85
条
の
基
準
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
を
発
出
し
、
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

本
年
５
月
16
日
以
降
に
入
札
公
告
を
行
う
工
事
か
ら
、

請
負
契
約
に
係
る
契
約
担
当
官
等
の
定
め
る
割
合
の
う

ち
、
一
般
管
理
費
等
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
、
10
分
の

３
か
ら
10
分
の
５
・
５
に
見
直
し
運
用
を
行
う
こ
と
と

し
ま
し
た
。

な
お
、
調
査
基
準
価
格
の
算
定
方
法
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
別
紙
︱
３
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

３
．
平
成
25
年
度
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
つ
い
て

公
共
工
事
等
に
従
事
し
た
建
設
労
務
者
の
賃
金
等
の

実
態
を
調
査
し
た
結
果
を
基
に
、
平
成
25
年
度
の
労
務

単
価
を
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
全
国
（
全
職
種

単
純
平
均
値
）
前
年
比
＋
15
・
１
％
、
被
災
三
県
（
全

職
種
単
純
平
均
値
）
前
年
比
＋
21
・
０
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
技
能
労
働
者
の
減
少
に
伴
う
労
働
市
場
の
実

勢
単
価
の
適
切
な
反
映
や
、
社
会
保
険
へ
の
加
入
徹
底

の
観
点
か
ら
、
必
要
な
法
定
福
利
費
相
当
額
の
反
映
、

被
災
地
等
の
入
札
不
調
の
増
加
状
況
に
応
じ
て
機
動
的

に
単
価
を
引
き
上
げ
る
よ
う
措
置
し
ま
し
た
。

Ⅴ
．
お
わ
り
に

農
業
農
村
整
備
事
業
に
お
い
て
造
成
さ
れ
る
施
設
に

つ
い
て
は
、
事
業
費
の
一
部
を
農
家
が
負
担
す
る
受
益

者
負
担
の
原
則
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
工
事
完
成
後
の

多
く
の
施
設
は
、
直
接
施
設
を
利
用
す
る
土
地
改
良
区

な
ど
に
管
理
委
託
等
が
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

こ
の
よ
う
な
農
業
農
村
整
備
事
業
の
特
性
を
踏
ま

え
、
造
成
す
る
施
設
に
は
高
い
耐
久
性
、
安
全
性
、
維

持
管
理
の
容
易
さ
、
景
観
と
の
調
和
な
ど
よ
り
優
れ
た

品
質
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
必

要
に
応
じ
総
合
評
価
落
札
方
式
の
見
直
し
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

お
お
か
わ
み
の
る
・

農
村
振
興
局　

整
備
部　

設
計
課施工

企
画
調
整
室　

課
長
補
佐

(1)　工事の請負契約ごとに10分の７から10分の９の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、
　予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の１０５を乗じて得た額を予定価格で
　除して得た割合とする。
(2)　ただし、その割合が10分の９を超える場合にあっては10分の９とし、10分の７に満たない場合にあっ
　ては10分の７とする。

① 直接工事費の額に９５％を乗じて得た額 ① 直接工事費の額に９５％を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に９０％を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に９０％を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に７０％を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に８０％を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に３０％を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に５５％を乗じて得た額

準基定算新準基定算旧

※平成25年5月16日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札調査基準価格の一般管理費等の算入
率を0.3から0.55へ引き上げる。

別紙―３　低入札に伴う調査基準価格の見直しについて


